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青原立第 321号      
    平成21年1月 9日 

花とハーブの里 御中 
青森県知事 三村申吾  

質問状に対する回答について 
 平成20年12月11日付けで提出のあった質問状に
ついて、別添のとおり回答します。 
 
（担当） 
原子力立地対策課広報企画グループ 船水ふなみず 
TEL O17-734-9738 FAX O17-734-8213 
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 花とハーブの里（平成 20年 12月 11日）に 
 対する回答 
◎ 1 の（1）～（2）、２の（1）～（8）、3の（6）
～（7）についての一括回答 
答 （原子力施設の安全確保の枠組み） 
 原子力施設の安全を確保するためには、第一義的に
は事業者が責任をもって取り組むことが基本です。ま
た、原子力施設の安全規制については、耐震安全も含
め、設計、建設、運転の各段階において国が法令に基
づき一元的に行っていることから、国が責任をもって
安全確保の徹底を図るとともに、説明責任を果たして
いくべきものであり、県としては、今後とも、国及
び事業者の対応状況を注視しつつ、安全確保を第
一義に対処していきます。原子力施設の安全確保に
関する国、事業者の責任等については、原子力政策大
綱（平成17年10月11日原子力委員会決定）において、
「原子力の研究、開発及び利用の推進に当たっては、
原子力施設による公衆や作業者への健康リスクが十
分低く抑制されていることが前提条件である。そし
て、事業者等は、施設の設計、建設、運転に当たって、
『人は誤り、機械は故障する』ことを前提に多重の防
護を用意する深層防護の考え方を採用して、放射性物
質の放散による災害リスクを抑制し、安全を確保する
ことについて第一義的責任を有している。」、「国は、
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災害リスクを十分低く抑制する観点から必要な安全
基準を作成し、それに基づいて、事業等の許可、工事
計画認可、設計及び工事の方法の認可、使用前検査及
び稼働後の定期検査、保安検査等、一連の規制活動を
行うことを国民から負託されている。国は、この負 
 託に応えていくために、事業者等に原子力施設の災
害リスクを抑えるために必要十分な活動を行わせ、こ
れらを確認し、必要に応じて事業者等に是正措置を講
ずることを求めるとともにその権限の行使について
国民に的確に説明する責任がある。」「原子力の研究、
開発及び利用は、科学技術の振興、エネルギー安定供
給、地球温暖化対策といった観点からの国際的かつ全
国的視点に立っての国の施策により基本的には推進
されるものであるが、その活動は関係施設の立地がで
きてはじめて可能になり、その安定的な活動により期
待される国民社会に対する貢献も可能になる。このた
め、国や事業者等は、地域社会に対して国の原子力政
策や関係施設の安全確保のための活動の内容を取組
の早い段階から丁寧に説明し、対話を重ねることが重 
要である。地方公共団体は、地域住民の生命、財
産を保護する責務等を有することから、地域住民
の立場に立って、事業者の安全確保のための活動
やそれに対する国の規制活動の把握に努めるな
ど様々な取組を行っているので、国や事業者等は
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その取組に協力すべきである。」とされていると
ころです。 
（六ヶ所再処理施設の安全設計等） 
 国においては、 
○ 日本原燃株式会社（以下「日本原燃」という。）
からは、日本原燃の再処理事業所再処理施設（以下「六
ヶ所再処理施設」という。）の高レベル廃液貯蔵設備
（高レベル放射性液体廃棄物（以下「高レベル廃液」
という。）を保管するための設備をいう。以下同じ。）
に保管されている高レベル廃液の量は、平成20年 
12月10日現在で約240立方メートルと聞いている。 
なお、放射線のエネルギーや半減期等、放射性物質の
特性は、その種類により様々であるが、六ヶ所再処理
施設の高レベル廃液に含まれる放射性物質とチェル 
ノブイリ事故で放出されたと推定される放射性物質
とでは、その種類の構成が異なることから、両者の放
射能量を単純に比較することは適当ではないと考え
ている。 
○ 六ヶ所再処理施設の高レベル廃液貯蔵設備に設
置された高レベル廃液貯槽は、高レベル廃液の崩壊熱
を除去するための冷却設備を二系列有しており、この
うち一つの系列が作動していれば、高レベル廃液貯蔵
設備の冷却機能が維持できる設計となっている。ま
た、高レベル廃液貯蔵設備においては、高レベル廃液

�Ý�S�SWZõCZ7ñZ�#7

h÷�Þß:aÍ�¢=<�S���

 ���:cDEFGHI�Î¢CZ

#�7NÀÁÂ�à9¢Cc³¨á:

$%º:ÐC@X¿�7Å6:Å¨

=â�<Zãþ=<�S�Zñä�#

7åÎ7ÛÜ�c+¼7[\]^�9

uCBø:#�rwCæeÊ:ç�

��7�S� 

 

（六ヶ所再処理施設の安全設計等） 
'©:�<=�WZaÍ�õ<�<�

S�ñ¢��!"#7XYÐ7uc©

7XYÐ7u9u5�ùú� 

/0123456:�DEFGHI

�è 240 éê�¨=<CZYþ=<

�S�ñ¢�*+¡7TU�XY�Ð

u¨��7�S� 

> á7ëìÊ:;<=cÆÿG!i"

#%N�LM��Lst7íîu�

ïð:ñò�SÐ<Z<øXY�S�

DEFGHIÓ7[óô7F~EG

õ�9u¨=<C�ö�S�[óô^

:;<=ÆÿG!i"#%NLMó



 5 

÷þ�S�<u����øu�#�7N½

r÷þCZSc#�©¡89ËÌ7ã5»

�rÉ�ø¢C�SZ÷þ�S�<u�

���øu� 

 

,'.234567%N:BCJK¡7L

stLM�cÆÿG!i"#%N7JKL

stëìVpr§=IuCBø:cá7ë

ìÊ�ùúû7éê,-:BCcðCõ=

7Ð<è�7MNãëì@�7N½ÐCc

©7yürýC�SùX:mþ?ÿ!7

Æ1r"SCñZ�ÐV�¢�S� 

 

½¾¿7k:Å@SC23456�cõ�

5:#}~�?S<Zýþ�S�½¾¿7

ÀÁ�²b:#W�¢Ð<$5cl%c&

'(c)©7Bø:234rã�c*B+

e+Ørá7��,-SC./r©¡É

�<¢C�SZ÷þ�S�<u����

øu� 

 

  

 

 '> »¼0?@A:RSC89�D:R

の放射線分解によって発生する水素を希釈しその爆
発を防止するための空気を供給する空気圧縮機が、二
重に設置されており、このうち一つが作動していれ
ば、高レベル廃液貯蔵設備の空気供給機能が維持でき
る設計となっている。さらに、高レベル廃液貯蔵設備
等、六ヶ所再処理施設の安全上重要な施設であって、
動力源として電力を必要とするものについては、外部
電源系統及び分離独立した二つの非常用所内電源系
統に接続されており、外部電源が喪失した時であって
も、非常用所内電源系統の一つが作動すれば電力供給
が維持できる設計となっている。 
○ 六ヶ所再処理施設においては、可燃性又は熱的に
不安定な物質を使用又は生成する設備における火災
等の発生を防止するため、着火源の排除、異常な温度
上昇の防止、可燃性物質の漏洩及び他系統への混入の
防止等適切な対策が講じられている。特に、使用済燃
料を溶解した溶液から有用物質を分離するために使
用されている有機溶媒等の異常な温度上昇を防止す
るため、引火点などの化学的制限値を有機溶媒ごとに
設定の上、機器内の溶液温度が当該制限値を超えない
よう、適切な措置が講じられている。 
○ 六ヶ所再処理施設の耐震安全性については、六ヶ
所再処理施設の事業指定に係る安全審査（以下「安全
審査」という。）の過程において、平成18年の改訂
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前の発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針（昭
和56年7月20日原子力安全委員会決定）等を踏まえ
て確認している。 
○ 御指摘の「核燃料サイクル施設批判」の「航空機
墜落あるいは大地震による廃液タンク破壊」と題する
部分で述べられている筆者の主張については、その主
張の裏付けとなる科学的根拠が示されていないこと
から、これを六ヶ所再処理施設の安全審査に用いるこ
とは困難である。としているところです。 
 また、国の安全審査書（平成3年8月）において、 
○ 再処理施設の安全性の判断に当たっては、施設の
設計の基本方針に多重防護の考え方が適切に採用さ
れていることを確認するために、運転時の異常な過渡
変化及び機器等の破損、故障、誤動作あるいは運転員
の誤操作によって放射性物質を外部に放出する可能
性のある事象（以下「運転時の異常な過渡変化を超え
る事象」という。）からなる設計基準事象を選定し評
価することが要求される。 
○ 運転時の異常な過渡変化を超える事象として取
り上げられている事象については、発生の可能性は小
さいが、発生した場合には、平常時の線量評価の際に
設定された年間の放出量を超える放射性物質の放出
の可能性がある種々の事象が検討され、安全設計の妥
当性を評価する観点から設計基準事象が選定されて
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いるとともに、事象の種類に着目した分類項目に整理
され、分類された事象が1事象の場合はその事象が、
また、複数の事象の場合には影響緩和対策との関連で
敷地境界外の実効線量が最も大きい事象が代表事象
として選定されており、事象の選定は妥当なものと判
断する。 
○ 事象の解析に当たっては、技術的に妥当なモデル
及びパラメータを採用するほか、異常事象の結果を緩
和することを主たる機能とする系統についてはその
機能の中で結果を最も厳しくする単一故障が仮定さ
れ、事象の影響を緩和するのに必要な運転員の手動操
作のための時間的余裕は適切に見込まれ、また、放射
性物質の放出の低減に係る系統及び機器の機能が要
求される場合には外部電源の喪失も考慮されている。
さらに、各事象の解析に使用されている計算コード
は、いずれも実験結果等との比較により、その使用の
妥当性が確認されている。したがって、解析に用いら
れている条件及び手法は、妥当なものと判断する。 
○ 事象の解析の結果は、いずれの評価においても、
一般公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与
えないことを確認した。 
○ 以上のように厳しい事象の選定及び条件の仮定
の下に解析された結果は、「再処理施設安全審査指針」
に適合するものであり、いずれの事象によっても影響
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緩和機能における閉じ込め機能が十分確保され、放射
性物質の放出に対しても敷地周辺への影響が大きく
ならないように十分抑制されているので、多重防護の
考え方における影響緩和対策の設計は、妥当なものと
判断する。とされています。 
 なお、フランス ラ・アーグの電源喪失事象につい
ては、日本原燃株式会社の公表資料において、以下の
とおり類似事象が発生しても給電停止に至らないよ
う対策がとられているとされています。 
＜ラ・アーグでの事象の原因＞ 
 非常用の電源系統を2系統有していたが、分離独立
を欠いたものであったため、2系統に事故が波及して
給電が停止した。 
＜六ヶ所再処理施設での対策＞ 
 2系統の非常用所内電源系統を有しており、1系統
の事故がもう1系統に波及することがないように非
常用ディーゼル発電設備の配電盤、制御盤等をそれぞ
れ独立した部屋に設置する等十分に分離独立した設
計としている。 
＜六ヶ所再処理施設で類似事象が発生した際の状況
＞上記対策により、仮に変電所で火災が発生したとし
ても、2系統両方の非常用所内電源系統の機能が喪失
することはなく、給電停止には至らない。 
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◎ 3の（1）～（4）の一括回答 
答（六ヶ所再処理施設の環境適合性等） 
  国においては、 
○ 御指摘のクリプトン85、炭素14及びトリチウム
（以下「クリプトン等」という。）も含め、放射性物
質による大気の汚染等を防止するための措置につい
ては、環境基本法（平成5年法律第91号）第13条に
おいて、原子力基本法（昭和30年法律第186号）そ
の他の関係法律で定めるところによると規定されて 
おり、環境基本法第3条から第5条までに定める環境
の保全についての基本理念は、原子力基本法等に定め
る措置を通じて実現されるものと認識している。 
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○ クリプトン等を含む放射性物質を六ヶ所再処理
施設から放出すること等による一般公衆における実
効線量については、安全審査において、法令の定める
限度を超えないことはもとより、合理的に達成できる
限り低いものであることを確認し、安全上問題ないと
判断している。 
○ 日本原燃の採用したガラス固化技術は、外部専門
家により技術の成立性が実証された、核燃料サイクル
開発機構（当時）が開発した技術であると承知してお
り、従業員による設備の操作方法の習熟の問題や設備
の不具合等から、日本原燃が当初予定していた計画に
比べると試験運転に時間を要してはいるものの、当該
運転を通じて問題点の解決が図られるものと認識し
ている。としているところです。 
 六ヶ所再処理施設からの放射性物質による影響を
含めて、原子力施設の安全確保に関する国民理解を得
るための情報提供は、原子力施設の安全規制を行って
いる国が責任をもって行うことが基本ですが、県と
しても、六ヶ所再処理施設周辺地域において、空
間放射線の連続的な監視や、放出口沖の海水をは
じめ飲料水、農畜産物、水産物などの環境試料中
の放射能濃度の定期的な測定を行っており、測定
結果は専門家などで構成される「監視評価会議」
において評価されており、アクティブ試験開始後
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の平成18年度分及び平成19年度分のデータにつ
いては「概ねこれまでと同じ水準であった」と評
価・確認を受け、県のホームページなどで公表し
ています。 
なお、国のエネルギー基本計画（平成19年3月）にお
ける「環境への適合を図るための基本方針」において、 
○ 地球温暖化問題への対応を始め、環境負荷の低減
に向けた社会的・国際的要請の高まりを踏まえ、以下
の基本方針に従い、エネルギー分野における環境への
適合を図るための施策を推進する。 
○ 原子力発電は、供給安定性に優れ、かつ、発電過
程において二酸化炭素を排出しないクリーンなエネ
ルギー源であり、エネルギー安全保障の確立と地球温
暖化問題との一体的な解決を図る上で要となるもの
である。このため、安全の確保を大前提に、核燃料サ
イクルを含め原子力発電を着実に推進する。とされて
いるところです。 
 また、原子力政策大綱において、 
○ 再処理する場合は、ウランやプルトニウムを回収
して利用することにより、高レベル放射性廃棄物の潜
在的有害度、体積及び処分場の面積を低減できるの
で、廃棄物の最小化という循環型社会の目標により適
合する。とされているところです。 
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答 （六ヶ所再処理施設の防災対策） 
 回答量が多いので欄外末尾に全文を表示しました。 
\]Y�kv�S 

＜特定事象発生情報等の連絡＞ 
（1）原子力事業者からの特定事象発生通報が 
  あった場合 
（2）県が屋外固定型放射線測定器で特定事象発生

の通報を行うべき数値の検出を発見した場合 
＜屋内退避、避難等＞ 
＜屋内退避、避難等の措置を講ずべき地域＞ 
＜住民への情報提供＞ 
（1）周辺住民への情報提供 
（2）国民への情報提供 
 
 
＊＜屋内退避、避難等の措置を講ずべき地域＞ 
ÆÿG!i"#%N:;<=c~~~~同様の事
態になることは極めて考えがたいことであり、我
が国の防災範囲の考え方については基本的に変
更する必要はないと考える。」 

uZU<�Y�=<C7�S�

Yþ=<�ùú�� 

XY�c�lóÐ%N7Î7O%7B

7P�&�¢=<CY��S�Æÿ

G!i"#%N7BøÐ%N�E

SÐ<7�VW�Ð<Z7ñZ� 

®¯´µ�ËÌ�¢=<Cc»¼7½

¾¿�·SÃÄÅÆÇhÈ 7 +k7

?@A:J9¢�6Â:Cø�oS

C7ucfu7VprVW��O%�

D��õ5�ùú� 

 

?ÿ!7MÍ7VW3'#�� 

> »¼?@AQ?@Mà~IJK

"LÿRQDEFGHI,áø7

IJzt7Màc��{|}PQ

15 >`�DEFGHI�abcL

s~I±���MQJK¡DEF

GLst7LM> lcd7ëì 

ñ7BøÐñZ�4�:õ¨=�Ð

vÐ<�Eñ�Ð<Z<øÛÜZ½

DrS��7�S�c9òVW�=<

Ð<ñZ�²vu:Ð5���� 

> > > > > > > > > > > > >  



 13 

（六ヶ所再処理施設の防災対策） 
 六ヶ所再処理施設は、事故が発生しないようにさまざまな安全対策がとられているところですが、万が一に備え、国、県、六ヶ所村、
事業者など関係機関がそれぞれの役割に応じて法律に基づき原子力防災計画を作成し、防災体制の整備を図っています。 
 原子力防災体制については、原子力災害対策特別措置法が制定され、事故の際の初期対応において中核的役割を果たす国の原子力防災
専門官が現地に常駐するとともに、緊急時の応急対策を実施するための拠点施設となる六ヶ所オフサイトセンターが整備されるなど、抜
本的な強化が図られたところです。オフサイトセンターでは、緊急時に、国、県、六ヶ所村、事業者などで構成される「原子力災害合同
対策協議会」が設置され、関係機関が情報を共有しながら、連携して迅速、的確な対策を行います。 
県としても、県地域防災計画（原子力編）に基づき、初期対応や通信連絡体制、資機材の整備など防災体制の充実を図るとともに、防災
体制の実効性の確保及び防災業務関係者の防災技術の向上のため、原子力防災訓練を継続的に実施してきています。 
＜特定事象発生情報等の連絡＞ 
（1）原子力事業者からの特定事象発生通報があった場合 
○ 原子力事業者の原子力防災管理者は、特定事象（法律に定める通報基準を超える事象）発見後又は発見の通報を受けた場合、15分
以内を目途として、官邸（内閣官房）、安全規制担当省庁（経済産業省）、内閣府、県、六ヶ所村、県警察本部、関係消防機関、海上保
安部、原子力防災専門官等に通報します。 
○ 安全規制担当省庁は、通報を受けた事象について、原子力緊急事態宣言を発出すべきか否かの判断を直ちに行い、事象の概要、事象
の今後の進展の見通し等事故情報等について県をはじめ官邸（内閣官房）、原子力安全委員会、内閣府、関係省庁、六ヶ所村及び県警察
本部に連絡します。 
○ 県は、原子力事業者及び安全規制担当省庁（原子力防災専門官を含む。）から通報・連絡を受けた事項について、六ヶ所村に隣接す
る市町村、海上保安部、関係消防機関、自衛隊及び関係する指定地方公共機関等に連絡します。 
○ 原子力保安検査官等現地に配置された安全規制担当省庁の職員は、特定事象発生後、直ちに現場の状況等を確認し、その結果につい
て速やかに原子力防災専門官へ連絡します。また、原子力防災専門官は、収集した情報を整理し、県をはじめ安全規制担当省庁、六ヶ所
村に連絡します。 
（2）県が屋外固定型放射線測定器で特定事象発生の通報を行うべき数値の検出を発見した場合 
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○ 県は、通報がない状態において屋外固定型放射線測定器により、特定事象発生の通報を行うべき数値の検出を発見した場合は、直ち
に安全規制担当省庁の原子力防災専門官に連絡するとともに、必要に応じ原子力事業者に確認を行います。 
○ 連絡を受けた原子力防災専門官は、直ちに原子力保安検査官と連携を図りつつ、原子力事業者に施設の状況確認を行うよう指示し、
県はその結果について速やかに連絡を受けます。 
＜屋内退避、避難等＞ 
○ 県は、原子力緊急事態宣言が発出された場合における内閣総理大臣の指示に従い、又は独自の判断により、六ヶ所村に対し、住民等
に対する屋内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は指示を行うべきことなどについての連絡、指示、確認等必要な緊急事態応急対策
を実施します。 
○ 県は、住民等の避難誘導に当たっては、六ヶ所村に協力し、避難所の所在、災害の概要その他の避難に資する情報の提供に努めます。 
＜屋内退避、避難等の措置を講ずべき地域＞ 
 六ヶ所再処理施設について、屋内退避、避難等の措置を講ずべき地域は、県地域防災計画（原子力編）において、六ヶ所再処理施設を
中心とした概ね半5kmの範囲（六ヶ所村の一部）となっています。これは、原子力安全委員会の「原子力施設等の防災対策について」（以
下「防災指針」という。）において示されている防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲（以下「防災範囲」という。）のめやすを踏
まえて、県防災会議において決定したものであり、防災指針に示されている防災範囲のめやすは、原子力施設において十分な安全対策が
なされているにもかかわらず、あえて技術的に起こり得ないような事態までを仮定し、原子力事業所の種類ごとに評価を行い、十分な余
裕を持って定めたものです。また、防災指針においては、「昭和61年4月26日に発生した旧ソ連のチェルノブイル原子力発電所の
事故においては大量の放射性物質が環境中に放出され、このため周囲30kmにわたって住民の避難が行われた。この放射性物
質の大量放出は、事故発生直後に原子炉の上部構造、建屋等が重大な損傷を受け、この結果、放射能の「閉じ込め機能」が事
実上完全に失われたことに加え、炉心の黒鉛が燃焼し、火災となって放射性物質の高空への吹上が生じて発生したものである。
この事故は日本の原子炉とは安全設計の思想が異なり、固有の安全性が十分ではなかった原子炉施設で発生した事故であるた
め、我が国でこれと同様の事態になることは極めて考えがたいことであり、我が国の防災範囲の考え方については基本的に変
更する必要はないと考える。」とされているところです。 
＜住民への情報提供＞ 
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（1）周辺住民への情報提供 
○ 県は、放射性物質及び放射線による影響は五感に感じられないなどの原子力災害の特殊性に鑑み、緊急時における住民等の心理的動
揺あるいは混乱をおさえ、異常事態による影響をできるかぎり低くするため、住民等に対する的確な情報提供、広報を迅速かつ的確に行
います。 
○ 県は、役割に応じて周辺住民のニーズを十分把握し、原子力災害の状況、安否情報、医療機関などの情報、県が講じている施策に関
する情報、交通規制等周辺住民に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供します。なお、その際、民心の安定及び高齢者、障害者、
外国人、乳幼児その他のいわゆる災害弱者に配慮した伝達を行います。 
○ 県は、原子力災害合同対策協議会の場を通じて十分に内容を確認した上で住民等に対する情報の公表、広報活動を行います。その際、
その内容について国の原子力災害対策本部・原子力災害現地対策本部・指定行政機関、公共機関、六ヶ所村及び原子力事業者と相互に連
絡をとりあいます。 
○ 県は、情報伝達にあたって、広報車等によるほか、テレビやラジオなどの放送事業者、通信社、新聞社等の報道機関の協力を得ます。
また、安否情報、交通情報、各種問い合わせ先等を随時入手したいというニーズに応えるため、インターネット等を活用し、的確な情報
を提供できるよう努めます。 
（2）国民への情報提供 
○ 安全規制担当省庁及び原子力事業者は、県及び六ヶ所村と連絡をとりつつ、緊急時の第一報を含め、随時報道機関への発表を行いま
す。 
○ 原子力緊急事態宣言の発出以降における政府としての報道機関への発表は、国の原子力災害対策本部で行うとともに、現地において
は、プレスセンターにおいて、原子力災害合同対策協議会が一元的に行います。 
 

 


